
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯、住民税均等割が非課税の方等が対象）

　国は、食費等の物価高騰等に直面し家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活

支援特別給付金を支給することにより、実情を踏まえた生活支援を行います。

※支給対象の方でも、申請が不要な場合と、必要な場合がございます。必ず下記内容をご確認ください。

◎子育て世帯生活支援特別給付金

　■ 支給額　対象児童１人あたり一律５万円　　■ 支給方法　口座振込

▶ひとり親世帯

　■ 支給対象者

　　 ①【申請不要】令和５年 3 月分の児童扶養手当受給者および 4 月分の新規児童扶養手当受給者の方
　　　　　　　　　 （5 月中に児童扶養手当を支給している口座に支給済み）

　　 ②【要申請】公的年金等を受給していることにより、令和 5 年 3 月分の児童扶養手当の支給を受

　　　　　　　　 けていない方。（※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。）

　　 ③【要申請】食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給してい
　　　　　　　　 る方と同じ水準となっている方（家計急変者）

▶ひとり親世帯でない方

　■ 支給対象者

　　 ①【申請不要】垂水市から令和４年度「低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
　　　　　　　　　 外の低所得の子育て世帯分）」を受給した世帯（5 月中に児童手当または特別児童扶
　　　　　　　　　 養手当を支給している口座に支給済み）

　　 ②【要申請】対象児童（（令和５年３月 31 日時点で 18 歳未満の子）障害児の場合、20 歳未満）の

　　　　　　　　 養育者で、以下のいずれかに該当する方

　　　　　　　　　・令和５年度の住民税均等割が非課税の方

　　　　　　　　　・食費等の物価高騰の影響を受けて令和５年１月以降の家計が急変し、住民税均等
　　　　　　　　　　割が非課税である方と同様の収入にあると認められる方（家計急変者） 

▶注意事項

　・令和６年２月 29 日までに生まれる新生児も対象となります。

　・この給付金はひとり親世帯分とひとり親以外世帯分の併給はできませんのでご注意ください。
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詳しくは
市HPから

■ 申請方法　福祉課窓口へ直接お越しいただき申請していただくか、電話連絡により、申請書の交
　　　　　　 付（郵送）を受け、申請書一式をご提出ください。

■ 申請期限　令和 6 年 2 月 29 日（木）
　　　　　　 ※ 最終申請期限は令和６年２月 29 日と定められていますが、給付金が受け取れる可
　　　　　　　   能性があると思われる世帯の方は、できるだけお早めに申請をお願いします。
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開設日 時間 場所

6 月 13 日（火）

10 時 ～ 15 時
（12 時 ～ 13 時は除く）

垂水市市民館

8 月 8 日（火） 新城地区公民館

10 月 17 日（火） 牛根地区公民館

12 月 12 日（火） 垂水市市民館

2 月 13 日（火） 水之上地区公民館

※いじめや嫌がらせ、差別などの人権問題などでお
　悩みの方はお気軽にご相談ください。
　相談は無料で秘密は固く守られます。
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検診日 会場 受付時間

6 月 8 日（木）
境小学校 10：00 ～ 10：30
牛根地区公民館 13：30 ～ 14：00
松ケ崎地区公民館 14：30 ～ 15：00

6 月 9 日（金）
協和地区公民館 10：00 ～ 10：30
水之上地区公民館 13：30 ～ 14：00

6 月 12 日（月）
6 月 13 日（火） 市民館

9：30 ～ 11：00
13：30 ～ 15：00

6 月 14 日（水）
柊原地区公民館 10：00 ～ 10：30
新城地区公民館 13：30 ～ 14：00

名称 電話番号

いのうえ歯科医院 32-6977

川畑歯科医院 32-7788

なぎさ歯科医院 31-3118

竹下歯科医院 32-6616

ろくた歯科医院 32-6464

※垂水市外の歯科医院でも受診可
　能です
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